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本
書
は
、
保
険
毎
日
新
聞

社
か
ら
典
型
判
例
シ
リ
ー
ズ

と
し
て
『
実
務
理
論
　
事
故

法
大
系
』
を
刊
行
す
る
企
画

の
第
３
巻
で
あ
る
。
本
シ
リ

ー
ズ
は
、
は
し
が
き
に
も
あ

る
よ
う
に
「
民
事
事
件
を
対

象
に
、
事
故
法
を
形
成
す
る

膨
大
な
数
の
判
例
の
な
か
か

ら
典
型
判
例
を
精
選
し
、
実

務
理
論
を
提
示
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
典
型
判
例
と

は
、
裁
判
例
の
う
ち
、
裁
判

所
の
法
創
造
機
能
が
顕
著
に

認
め
ら
れ
、
そ
の
後
の
判
例

及
び
紛
争
処
理
実
務
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
い

う
」
と
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ

に
、
わ
れ
わ
れ
実
務
家
が
共

通
し
て
求
め
る
も
の
に
他
な

ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
は
し
が
き
で

は
、
「
実
務
理
論
は
自
由
法

学
の
も
と
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
理
論
で
あ
り
、
概
念
法
学

の
理
論
と
は
基
本
的
に
異
な

る
、
実
務
の
紛
争
処
理
等
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
し
実

務
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
が

で
き
る
理
論
を
い
う
」
と
す

る
。
何
と
も
う
れ
し
い
次
第

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
図
の
下
、

編
者
の
ほ
か
14
人
の
弁
護

士
、
学
者
（
２
人
）
、
一
級

建
築
士
と
い
っ
た
布
陣
で
執

筆
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
正

鵠
（
せ
い
こ
く
）
を
得
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
の
構
成
は
Ⅰ
章
か
ら

Ⅳ
章
に
分
か
れ
て
お
り
、
第

Ⅰ
章
「
責
任
の
あ
り
か
た
」

で
は
、
『
概
説
』
の
後
に
典

型
判
例
と
し
て
、
①
建
築
紛

争
に
お
け
る
瑕
疵
（
契
約
不

適
合
）
の
意
義
、
②
設
計
者

の
説
明
義
務
、
③
指
定
確
認

検
査
機
関
の
賠
償
責
任
、
④

法
令
違
反
と
契
約
の
効
力
―

が
、
第
Ⅱ
章
「
建
築
事
故
と

不
法
行
為
責
任
」
で
は
『
概

説
』
の
後
に
、
⑤
設
計
者
、

施
行
者
の
建
物
所
有
者
に
対

す
る
不
法
行
為
責
任
、
⑥
現

実
的
な
危
険
が
未
だ
顕
在
化

し
て
い
な
い
瑕
疵
と
不
法
行

為
責
任
、
⑦
構
造
計
算
を
行

っ
て
い
な
い
設
計
・
監
理
者

の
建
物
所
有
者
に
対
す
る
不

法
行
為
責
任
、
⑧
建
物
の
設

置
保
存
の
瑕
疵
、
⑨
住
民
に

対
す
る
不
法
行
為
責
任
（
景

観
権
）
―
国
立
マ
ン
シ
ョ
ン

事
件
、
⑩
不
法
行
為
責
任
と

工
作
物
責
任
の
競
合
―
が
、

第
Ⅲ
章
「
損
害
論
」
で
は

『
概
説
』
の
後
に
、
⑪
建
物

建
替
費
用
相
当
額
の
損
害
に

関
す
る
居
住
利
益
の
損
益
相

殺
の
可
否
、
⑫
損
害
拡
大
防

止
義
務
、
⑬
賠
償
額
の
予
定

が
あ
る
場
合
の
過
失
相
殺
の

可
否
、
⑭
化
学
物
質
過
敏
症

へ
の
貸
主
の
予
見
・
対
応
義

務
の
有
無
、
⑮
建
築
家
賠
償

責
任
保
険
に
お
け
る
「
滅
失

ま
た
は
き
損
」
の
意
義
―

が
、
第
Ⅳ
章
「
行
政
と
の
関

係
」
で
は
『
概
説
』
の
後

に
、
⑯
指
定
確
認
検
査
機
関

が
建
築
確
認
を
し
た
場
合
の

地
方
自
治
体
の
処
分
庁
該
当

性
等
、
⑰
確
認
申
請
に
対
す

る
処
分
留
保
の
違
法
性
、
⑱

建
築
主
事
に
よ
る
建
築
確
認

が
国
賠
法
上
違
法
と
な
る
場

合
、
⑲
入
札
指
名
停
止
と
国

賠
法
上
の
違
法
―
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
実
務
家
が
建
築

紛
争
に
つ
い
て
向
き
合
う
と

き
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

に
考
え
を
巡
ら
せ
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
単
純
な
損

害
賠
償
事
件
に
お
い
て
、
加

害
者
・
被
害
者
と
い
っ
た
対

立
的
な
論
点
に
と
ど
ま
ら
な

い
深
層
に
ま
で
検
討
を
要
す

る
か
ら
で
あ
る
。
事
件
の
本

質
を
究
明
す
る
に
は
、
設
計

と
施
工
の
責
任
の
解
明
、
さ

ら
に
は
建
築
確
認
申
請
ま
で

問
題
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
建
築
紛
争
は
単

に
施
主
と
施
工
業
者
に
と
ど

ま
ら
ず
、
建
築
物
の
利
用
者

を
含
め
た
複
数
の
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
が
出
現
す
る
、
極

め
て
社
会
公
共
性
の
高
い
様

相
を
持
っ
た
事
件
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。

　
建
築
基
準
法
が
、
第
１
条

に
お
い
て
「
こ
の
法
律
は
、

建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、
設

備
及
び
用
途
に
関
す
る
最
低

の
基
準
を
定
め
て
、
国
民
の

生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保

護
を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の

福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
」
と
述
べ
ら

れ
た
価
値
が
根
底
に
あ
り
、

さ
ら
に
具
体
的
な
契
約
を
も

っ
て
そ
の
内
容
が
自
由
で
魅

力
あ
る
建
築
構
造
物
が
実
現

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
「
建

築
事
故
」
と
さ
れ
て
は
い
る

が
、
決
し
て
狭
い
意
味
の

「
事
故
」
に
関
す
る
判
例
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

　
先
ほ
ど
述
べ
た
第
Ⅰ
章
か

ら
第
Ⅳ
章
の
小
タ
イ
ト
ル
を

見
て
明
ら
か
な
通
り
、
建
築

関
係
全
般
に
わ
た
り
隈
な
く

実
務
家
が
知
っ
て
お
く
べ
き

判
例
を
掲
げ
、
さ
ら
に
そ
の

判
例
の
内
容
の
紹
介
を
行
っ

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
に
つ
い
て
筆
者
の
的
確
な

評
価
・
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
小
論
文

と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
内

容
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
弁

護
士
に
と
っ
て
、
建
築
関
係

事
件
の
相
談
を
受
け
た
と
き

に
、
聞
き
出
す
事
実
関
係
を

広
げ
、
全
般
を
俯
瞰
し
て
ど

こ
か
に
漏
れ
が
な
い
か
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
も
最
適

な
コ
ン
パ
ス
と
な
り
得
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
日
頃
か
ら

建
築
関
係
事
件
を
取
り
扱
っ

て
い
る
裁
判
官
、
弁
護
士
等

の
建
築
関
係
専
門
実
務
家
だ

け
で
は
な
く
、
と
か
く
専
門

的
で
難
し
い
と
思
わ
れ
が
ち

な
建
築
関
係
事
件
に
こ
れ
か

ら
挑
戦
し
て
い
こ
う
と
す
る

若
き
法
曹
に
と
っ
て
、
本
書

は
バ
イ
ブ
ル
的
な
存
在
と
な

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。

　
私
自
身
、
い
つ
も
傍
ら
に

置
い
て
お
き
た
い
１
冊
で
あ

る
。

　（
Ａ
５
判
／
４
０
４
㌻
、

保
険
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社
刊
、
23
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発
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４
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２
０
円
）

［評者］　

山
本

卓
也
（
弁
護
士
）

建
築
関
係
全
般
に
わ
た
る
判
例
を
的
確
に
評
価
・
コ
メ
ン
ト

『（
典
型
判
例
シ
リ
ー
ズ
）実
務
理
論

　
事
故
法
大
系
Ⅲ
　
建
築
事
故
』

小
賀
野
晶
一
、平
沼
直
人
　
編
著

書書　　評評

　
あ
い
お
い
ニ
ッ

セ
イ
同
和
損
保
埼

玉
西
北
支
店
は
８

月
24
日
、
熊
谷
市

に
対
し
て
「
企
業

版
ふ
る
さ
と
納

税
」
と
し
て
10
万

円
の
寄
付
を
行
っ

た
。
同
日
、
熊
谷

市
役
所
で
開
か
れ

た
贈
呈
式
に
は
、

同
支
店
支
店
長
の

山
田
高
裕
氏
、
埼
玉
西
北

第
三
支
社
支
社
長
の
清
水

剛
氏
、
同
支
店
地
域
戦
略

室
室
長
の
松
橋
浩
氏
、
同

室
担
当
次
長
の
福
島
進
一

氏
、
同
社
が
連
携
協
定
を

締
結
し
た
地
方
公
共
団
体

と
と
も
に
地
域
の
課
題
解

決
に
取
り
組
む
担
い
手
代

理
店
の
㈱
あ
い
お
い
保
険

サ
ー
ビ
ス
代
表
取
締
役
の

益
子
一
志
氏
、
熊
谷
市
か

ら
は
小
林
哲
也
市
長
他
３

人
が
出
席
し
た
。

　
行
動
指
針
の
一
つ
に

「
地
域
密
着
」
を
掲
げ
る

同
社
は
、
全
国
４
８
３
の

地
方
公
共
団
体
（
今
年
８

月
末
時
点
）
と
連
携
協
定

を
締
結
し
、
地
域
の
活
性

化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

同
社
と
熊
谷
市
は
２
０
１

７
年
12
月
に
「
地
方
創
生

に
係
る
包
括
的
連
携
に
関

す
る
協
定
」
を
締
結
し
て

お
り
、
地
域
の
課
題
解
決

お
よ
び
地
域
貢
献
活
動
に

共
同
で
取
り
組
ん
で
い

る
。

　
熊
谷
市
は

ジ
ャ
パ
ン
ラ

グ
ビ
ー
リ
ー

グ
ワ
ン
初
代

王
者
「
埼
玉

ワ
イ
ル
ド
ナ

イ
ツ
」
の
ホ

ー
ム
タ
ウ
ン

で
あ
り
、
ラ

グ
ビ
ー
を
市

の
ス
ポ
ー
ツ

推
進
事
業
と

し
て
掲
げ
て

い
る
。
同
社
は
連
携
協
定

事
業
の
一
環
と
し
て
こ
の

取
り
組
み
を
支
援
す
る
た

め
、
今
回
10
万
円
の
寄
付

を
行
っ
た
。

　
同
社
埼
玉
西
北
支
店
の

山
田
支
店
長
は
今
回
の
寄

付
に
つ
い
て
、
「
今
回
、

埼
玉
西
北
支
店
で
は
、
熊

谷
市
に
対
し
企
業
版
ふ
る

さ
と
納
税
制
度
を
活
用
し

て
寄
付
を
実
施
し
た
。
熊

谷
市
は
ジ
ャ
パ
ン
ラ
グ
ビ

ー
リ
ー
グ
ワ
ン
初
代
王
者

『
埼
玉
ワ
イ
ル
ド
ナ
イ

ツ
』
が
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン

（
本
拠
地
：
熊
谷
ス
ポ
ー

ツ
文
化
公
園
）
と
す
る
町

で
あ
り
、
『
ラ
グ
ビ
ー
タ

ウ
ン
熊
谷
』
と
し
て
、
ラ

グ
ビ
ー
を
市
の
ス
ポ
ー
ツ

推
進
事
業
と
し
て
掲
げ
て

い
る
。
当
社
は
連
携
協
定

事
業
の
一
環
と
し
て
こ
の

取
り
組
み
を
支
援
す
る
と

と
も
に
、
熊
谷
市
と
産
官

学
共
同
事
業
の
立
ち
上
げ

を
目
指
し
、
よ
り
一
層
連

携
を
深
め
て
い
く
」
と
コ

メ
ン
ト
。

　
熊
谷
市
の
小
林
市
長
は

「
い
た
だ
い
た
寄
付
金
を

し
っ
か
り
と
ラ
グ
ビ
ー
タ

ウ
ン
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ

向
上
に
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
本
市
の
活
性
化
・

発
展
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
」
と
謝
意
を
述
べ

た
。

熊
谷
市
へ「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」

ス
ポ
ー
ツ
推
進
事
業
支
援
へ
10
万
円
寄
付

左から埼玉西北支店の山田支店長、
熊谷市の小林市長

あいおいニッセイ同和損保埼玉西北支店


